
◎ご利用の条件（いずれも満たしていることが必要です）

・ハローワーク国分に求人の申込みをしていて、有効中の
求人があること。

・ハローワークの職員が、貴事業所を訪問することが可能
であること。

▶ ハローワークの職員が求人事業所を訪問し、求人に関するお悩みをサポートします！

サービスによっては、特定の基準が設けられているものもありますので、ご了承ください

このようなお悩みはありませんか？
・応募者が集まらない
・求人票の効果的な記載や表現を知りたい
・賃金相場を知りたい
・募集職種を希望する求職者がどの程度いるか知りたい
・求人の申込み方法（マイページ・ＦＡＸ・窓口）について
相談したい
・高齢者雇用を積極的に進めたい
・雇用関係助成金の概要について知りたい

【お問い合わせ先】
ﾊﾛｰﾜｰｸ国分ﾍﾟｰｼﾞ

(R7.5)

ハローワーク国分 霧島市国分中央1-4-35 求人事業所援助部門 TEL 0995-40-6146

求人者訪問サポート

○予約制かつ事業所訪問型のため、じっくり相談
することが可能です。

○お申し込み時・日程調整時に悩みごとを予め問診
いたします。ご案内すべきことを事前に把握した
うえでの訪問となりますので、ピンポイントかつ
的確なサポートや情報提供が可能です。


